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～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

午前１０時００分 開議 

～開 会 宣 告～ 

○議長（齋藤則男君） おはようございます。 

 各議員におかれましては、ご多忙中のところご参集いただき、ここに１３日目

の議事が開会できますこと、心から厚く御礼を申し上げます。 

 ただいまの出席議員は１８名で定足数に達しております。これより本日の会議

を開きます。 

 本日の議事日程は、会議規則第２１条の規定に基づき、皆様のお手元に配付し

てありますので、よろしくご協力をお願い申し上げます。 

 それでは、議事に入ります。 

～日程第１ 一般質問～ 

○議長（齋藤則男君） 日程第１、一般質問を行います。 

 会議規則第６１条による通告を受けております。 

 ２番、滝波君の質問を許します。 

 ２番、滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） おはようございます。 

 一般質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 

 今回は３つの質問を掲げさせていただきましたが、ちょっと時間が非常に不安

なので、早速させていただきたいと思います。 

 まず、中部縦貫自動車道路、永平寺─大野間開通での効果と課題はということ

であります。 

 中部縦貫自動車道路の一部である永平寺─大野間、大野市中津川までの２６．

４キロメートルが、本町地係の工事区間が完成し、平成２９年３月から供用開始

となるというふうな計画であります。 

 まず、この進捗についてはその計画どおりとなっておりますか。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（平林竜一君） 今現在、鋭意工事を進めている段階でございまして、来

年３月、今年度中の開通ということで、予定どおり進められております。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） この中部縦貫自動車道、通称中縦といいますので、中縦と

略して言わせていただきますが、将来、長野県松本市までの約１６０キロの高規
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格幹線道路であり、中央自動車道長野線、東海北陸自動車道、北陸自動車道を相

互に連絡して広域交通の円滑化を図ることを目的としております。 

 この事業の整備計画ということで、これは近畿地方整備局が２７年、この永平

寺─大野間をつくる際に再評価ということで出されている資料であります。その

中にこの事業の整備効果というところが載っております。 

 ４つ掲げてありまして、１つは、高速道路ネットワーク化が形成され、福井市

と首都圏とのアクセスが大幅に向上し、首都圏と約４５分短縮になると書かれて

おります。かつ、北陸・福井と中京圏の新たな高速ルートの形成により、物流搬

送等の信頼性が向上される。 

 ２つ目に、災害時の代替路の確保ということで、国道１５８号線、福井市─大

野間の災害時の代替路と。実はこれ、ここには載ってるんですけど、「一般国道

１５８号線」と書いてあるんですね。行政の方はご存じだろうと思うんですけれ

ども、いわゆる福井市と大野を結ぶ羽生街道というんですかね、あの線が国道１

５８号線です。それの代替道路として整備するという位置づけにもなってます。

あそこは、たしか１１年間ぐらいでかなりの災害で通行どめが何カ所か出ている

ということで、その一番大きいのは福井豪雨のときの災害でありますが、その代

替道路としての災害道路というふうに位置づけられております。それと、国道４

１６号の著しい交通渋滞の緩和。 

 ３つ目に、高度医療機関へのアクセス向上、第三次救急医療施設（福井県立病

院）、第三次救急医療という意味がちょっとわからなかったんですけれども、そ

こへの県立病院の搬送の時間が短縮されるということで、勝山で８分間、大野で

９分間短縮されると。そして走行性の向上により患者の負担軽減に寄与するほか、

冬季も含め安定した救急搬送路の確保ができる。 

 ４つ目に、地域の活性化：観光。県内観光入り込み上位１０施設のうち、３施

設がこの道路周辺にあり、増加傾向が見込まれる。３施設とは、平成２６年の数

値で、８９万人の集客がある大野まちなか観光、７６万の恐竜博物館、そして４

７万の大本山永平寺等があると。これらの観光地のアクセス向上に寄与されると

いう、この４つの効果が見込まれるというふうに書いてあります。 

 でも、よくこの効果を見ますと、本町が出てきたのはほんのわずかです。大本

山永平寺の集客があるであろうということであります。 

 言ったら悪いですけれども、本町について、この道路がどれほど期待される、

経済効果も含めての効果というのがどれくらいあるのかということをまずもって
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行政としてはどのようにつかんでおりますか。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（平林竜一君） まず、経済効果もそうですけれども、まず開通効果とい

うことになりますと、永平寺大野道路、福井から大野まで全線開通した場合、開

通後、まずは通行料が無料だということが大きなメリットというか、効果になっ

てくると思うんですけれども。あと、各旧市町ごとにインターが設けられている

という中で、永平寺インターにおきましては、当初、勝山向きのインターだった

ものがフル規格のインターになって、地域振興インターとして整備されていると

いうようなことがございます。 

 またあと、議員さんおっしゃったように時間の短縮とかいろいろございますけ

れども、平成２７年の３月に北陸自動車道と中縦が直結したということで、松岡

インターが近くにあることもありますし、それによって本町へ訪れるアクセスが

非常に向上したというようなことが挙げられると思います。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（川上昇司君） 今ほどの議員のお話の中にもありましたが、ご存じ

のように、永平寺にお越しになるお客様についてはいろんな方面から、中京なり

関西なりから来ておりますが、この道ができることによって、白鳥を経由して中

京のほうからお越しになるお客様が私どものほうへ日帰りでお越しになれるよう

になります。そういうことで、そういうふうな観光機会がふえること、また周遊

機会もふえるということで経済効果が見込まれるというふうに認識しておりま

す。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（太喜雅美君） 中縦の永平寺─大野間の開通に伴いまして大野市ま

でのアクセスが向上することから、本町の途中下車というのが今後の焦点になっ

てくると思います。中部縦貫自動車道路から途中下車や勝山方面から町内へ誘客

させるため、道の駅と、来春オープンしますえい坊館、この２つの施設が互いに

連絡し合いまして、商品の情報や魅力情報を発信して町内の消費をしていただく

取り組みを行っていきたいと思っております。 

 また、現在、勝山市と共同で、霊峰白山に関係のある地域、また白山水系の水

が流れる地域として日本遺産の申請に向けて今協議をしておりますが、この日本

遺産の価値をＰＲして、ストーリー性を生かし、水、食、体験にかかわる新たな
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ブランド開発につなげ、町内で起業していただけるよう支援を行い、投資を呼び

込むまちにつなげてまいりたいと思っております。また、将来、中京方面との連

結によりまして、各インターチェンジ周辺、ここの企業誘致等も図っていきたい

と思っております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） この中部縦貫自動車道が開通することによって、町の発展に

大きく貢献できるというふうに思っております。参道インターという名前もつき

ましたし、永平寺インターにつきましては、先ほどフル規格というふうにやって

いただいてます。また、福井と中京を結ぶこの拠点、玄関口という位置づけにも

なりますので、そういった企業誘致にも弾みがつくかなというふうに期待をして

いるところです。 

 ただ、ご質問にもあります負の効果はどうなのかという点で、実はこれ、何も

しなければ負の効果になると思っております。今、中部縦貫自動車道でいかにこ

の永平寺インターでおりてもらうか、これをしっかり取り組んでいく中で、例え

ば、福井県は六、七千万円でこの「ＺＥＮ」を世界に発信していただいておりま

すし、今、５市町連携で広域も組んでます。また周遊の取り組みも、福井市、ま

た勝山、大野ともやらせていただいておりますし、企業誘致につきましても、銀

行、またいろいろなところに発信、また情報収集もさせていただいております。

何事におきましても、やはりそれが来ることによってどうアクションを起こして

いくかということが大切でありまして、しっかりとやっていきたいと思います。 

 それともう一つ、今、地方創生という流れがありまして、これも実はあと３年、

４年の一応リミットが切られております。やはりその時々、その時代の流れにし

っかりと敏感に反応してやっていく。今やっておけばいいことを再来年にやって

も、多分それは無駄な投資になるという事例も多々ありますので、今やらなけれ

ばいけないということをしっかりと見きわめて進めさせていただきたいと思いま

す。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） ちょっと質問しようと思ったことが、答えが出てきたので

戸惑っておりますが。 

 無料になるのは、皆さん無料ですから、特に永平寺の人が無料になるわけでは

ないので、それがどういう効果かなというふうには思うんですけれども、幾つか
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期待されることをおっしゃっていただきました。大本山永平寺についてはかなり

期待できるのかなというふうなことはありますが、逆に通過点となるという中で、

今まで機能補償道路に一旦おりておりましたので、勝山へ向かう途中に道の駅と

か禅の里温泉に集客があったということですが、これからはかなり厳しくなるん

でないかなと思っているわけです。ぜひそれらも十分準備をしながらというか、

もうあと、３月ですから大変だと思いますけれども、いろんなやれることを考え

ていっていただきたいなと思います。 

 何かその辺の対策……。はい、どうぞ。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（平林竜一君） 今ご質問のありました通過点にならないかということで

すけれども、まず上志比インター上下線合わせまして周辺には、国交省のほうで

道の駅への案内看板を上下線に取りつけるということになっております。また、

永平寺インターには出入り口に門型の観光案内も含めた案内標識を設置するとい

うことで、先ほど言いました通行料が無料ということで自由に乗りおりができる

という中で、本線の中でそういったインターへの誘導ということを国と一緒に考

えておりますので、そういった面で十分対策をしていきたいというふうに思って

おります。 

○議長（齋藤則男君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（川上昇司君） 今ほどお話ありましたように、これまでの観光ルー

トが一部変わるようなことは想定はしておりまして、現在、今ほど町長のほうか

らも話ありましたように、勝山、大野と一体となって永平寺大野道路開通に関す

る事業を検討してございます。また、周遊・滞在型観光エリアとしても同じ枠組

みの中で、観光誘客の事業の検討を行っております。他の市町の観光地と本町の

観光施設を結びつけて滞在時間の延長などの旅行ルート、また観光においでいた

だく皆様に周遊をしていただくことで消費拡大につなげていくような事業も実施

してまいりたいと考えております。 

 また一方で、永平寺の魅力を伝えるということで、中京方面のパーキングエリ

アに３市町でつくりましたパンフレットを置かせていただいて、おりていただけ

るような、永平寺インターにお越しいただけるような情報発信にも努めてまいり

たいと現在対応しているところでございます。 

○議長（齋藤則男君） 町長。 

○町長（河合永充君） 経済効果につきまして、例えば高速で来られる方、北陸自動
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車道路で来られる方、南条サービスエリアと尼御前からずっと、実はガソリンス

タンドがない。商工観光課から商工会などを通じまして、例えばこういった需要

があるかもしれませんよとか、そういったスタンドがどこかで案内してそこでお

りてもらうとか、ガソリンを入れてもらうとか、いろいろなことがあると思うん

です。高速が便利になればなるほど足りないものとか、そういったものができな

いか。 

 中部縦貫自動車道は無料ですので、おりていただいてもまた乗って無料で行け

るというメリットもありますし、地元の皆さんにとってもこの中縦が無料で使え

るということは、この永平寺町が約１４キロほど端から端まであるんですけど、

より短縮して使えるという、時間的に距離が近くなるという、そういったメリッ

トもありますので、そういった全てのメリット、また利用者がデメリットと感じ

ていることをいかにメリットに生かすかということをしっかり商工会、観光物産

協会などにもうちが得ている情報を伝えて、そういったことを有効に考えていた

だくというか、つなげていただくというふうに進めていければいいなというふう

に思っております。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） 精いっぱい、大野、勝山におくれることなく頑張っていた

だきたいなと思っておりますが。 

 ただ、実はこの質問のメーンは次のことでありまして、リスクのほうの話であ

ります。いわゆる交通量と事故のリスクということであります。計画では、車線

数４車線、交通量１日２万３，０００台というふうになってます。今回開通する

のは２車線であります。これを暫定２車線というふうに、今でも言ってるのかわ

かりませんけれども、言っておりました。全国ではこの暫定２車線が本当に多い

と、２，５３７キロあるというふうに、調べたら書いてありました。できるだけ

費用を抑えてその効果が最大となるように、早く全国に高規格道路を張りめぐら

そうという国の政策です。 

 しかし、暫定とつくからには、その暫定の期間が示されて初めて暫定というふ

うになるわけですが、この中部縦貫道路、４車線になる時期の見込みはいつとい

うふうに言われてますか。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（平林竜一君） 整備計画そのものの、今議員おっしゃった将来の交通量

１日２万３，０００台ということで４車線ということですので、それに近い数字
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になってくれば４車線化ということだと思いますが、それに加えて、町としまし

てどうしても観光振興とか地域活性化、地域の振興のために４車化が必要だとい

うことであれば、国のほうにも要望していきたいと思います。それによって、そ

の台数を待たずに４車化につなげていくということも可能だというふうに考えて

います。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） その時期はいつですか。時期を聞いてるんですけど。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（平林竜一君） 時期につきましては、来年４月以降、全線開通しまして

交通量を見た中で見きわめていきたいと思います。時期につきましては、今はこ

の時期というのはちょっと正直申し上げられません。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） 済みません、嫌らしい質問をしました。 

 ほとんどが暫定２車線といえども、一体いつまで暫定なのか。もう本来、暫定

というのは取ったほうがいい路線ばかりなんだろうと思います。 

 この暫定２車線で一番大きな問題は事故です。最近では石川県ののと里山海道

で１０月８日に起こった事故、これは教育関係も関係するんですけれども、後で

ちょっとお聞きしたいと思っているんですが、中学校の部活のマイクロバスとワ

ゴン車が正面衝突して、その乗っていた中学生２人が死亡してしまったという話

です。朝の６時四十何分だったと思います。多分、親御さんが６時ごろに「きょ

うも頑張って」と見送った子どもが、たった数時間後に亡きがらとなって帰って

くるって本当に悲惨な事故やなというふうに思いました。 

 ただ、この事故がただ単に他人事というふうには思えないのが、この中部縦貫

が通ったからということであります。別に否定しているわけじゃないんですけれ

ども。これ紙面では、新聞紙上ではよく運転者の運行ミス、人為的なミスという

ふうに言われているんですけれども、昨今こういったことがたくさんあるので、

人為的ではないというような指摘もあります。 

 のと里山海道とは、余り聞いたことがない、聞きなれない名称でありますが、

もとはといえば能登有料道路です。有料やったんです。しかし、２０１３年、た

しか２０１３年やったと思うんやけどね、「有料」が取れて無料化になりました。

そうしたら交通量が多くなって、今までの事故よりも１３倍もふえたというふう

なことを報道されていました。当然交通量も多くなって事故もふえたということ
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です。金沢側から約３５キロは片側２車線いわゆる４車線あるわけですが、残る

５５キロは片側１車線で、大半が中央分離帯がない対面通行区間で、最高速度は

７０キロ制限であります。 

 無料になって交通量がふえた一方、交通事故がふえたということですが、その

原因の一つに、時速７０キロに制限されているにもかかわらず、時速７０キロで

走っている車というのはほとんどないって。皆さんも経験あると思います。ほと

んどあそこは７０で走ってると、もう数珠つなぎになるんだろうと思います。ほ

とんどが８０から９０で走ってます。これが１つの問題。 

 ２つ目には、中央分離帯がないということです。仕切っているのは樹脂製のポ

ールや縁石だけであると。国交省によると、高速道路の対面区間で死亡事故が起

きる確率は、４車線以上ある高速道路の２倍やと言うてるんですよ。国交省が。

そして会計検査院が昨年公表した全国の高速道路や自動車専用道路の片側１車線

１，７００キロを対象に調べると、中央分離帯のない区間での死者は１１９人。

中央分離帯っていわゆるコンクリートできちっと分かれているという分離帯です

ね。これがないところの死亡が１１９人、死傷事故が６７２件に上り、中央分離

帯のあるところは死者が３人、死傷事故が７件というふうな差があるというんで

すよ。死者では４０倍、死傷事故では１００倍近いということなんです。 

 では、今開通される中縦の２６．４キロ、あのほとんどが多分２車線で中央分

離帯のない対面区間が多いところだと私は認識しているんですが、実際はどうで

しょうか。建設課長。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（平林竜一君） ご指摘のとおり、対面通行で２車線です。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） これは国交省の問題であるということで、置き換えて  

   すればそうなんですけれども、ただ、この２６．４キロの間のかなりの部

分は本町ですよ。ほんなことないんけね。そうしますと、一たびそこで事故にな

ったときに出動せなあかんのは本町の消防救急隊じゃないかなと思っているんで

すが、それはどうなんでしょう。 

○議長（齋藤則男君） 消防長。 

○消防長（竹内貞美君） 先ほど経済効果のことでちょっとありましたけれども、消

防のほう、防災的に、効果ではないんですけれども、また話ちょっと戻りますけ

れども、消防の場合、永平寺インターはフルということで勝山方面も福井方面も
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行けるようにしていただきました。 

 それで、建設課にも要望したのは、我々、県の相互応援協定に基づきまして、

例えば福井市とか坂井市、それから鯖江、武生とか敦賀へ応援に行くということ

があります。勝山、大野も同じですけれども。それによって、あそこで消防がす

ぐ高速に乗って北陸自動車道を通って行けるというメリットがまずございます。

それから大災害時に、緊急消防援助隊と申しまして、例えば福井県が被災します

と県外各消防機関が福井県にやってきます。その場合に、今はまだ白鳥まで抜け

てませんけれども、将来的に抜ければ、向こうのほうからスムーズに大野に入っ

てこれるというメリットがございます。 

 それで、今、現状的に事故の処理をどうやってやっているかということなんで

すけれども、現在は、今稼働しています上志比インターから勝山インターまでを、

うちの消防と勝山の消防さんで相互の、県の広域消防相互応援協定に基づきます

覚書ということで協定を結んでおります。その内容でございますけれども、先ほ

ど議員おっしゃられた樹脂製で破れば行けるんですけれども、上り線、勝山イン

ターから上志比インターまでを勝山市消防本部が請け負っております。それから

うちは、上志比インターから勝山方面に向かう事故で基本的に出動します。当然、

例えば吉峰のトンネルであった場合には、逆方向、福井方面へ向かってみてもう

ちは出ますけれども、お互いにこういうやりとりを基本的にやっています。 

 それで、フルでこちらが全部つながりますとまたちょっとそれが長くなるとか、

また北陸もつながりますのでまたそういう、それで来年の３月から応援の協定を

また組みかえないけないなと思ってます。また、勝山から大野に関しましては、

勝山消防と大野消防でお互いにこういうふうにやっているという状況でございま

す。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） ありがとうございます。 

 そういうことで事故が多くなるんではないかなという、その対策の話をさせて

いただきたいんですが、実は国交省もこういう状況を鑑みて中央分離帯を設置し

ようという動きが実際はあります。２車線道路で、その中央にコンクリートの塀

でできた中央分離帯ですね。最近でいうと東九州道がそうらしいです。ただ、や

っぱり費用が非常にかかる。それと中央分離帯を設置する部分だけ余分に面積が

かかるということで費用がかかるなということで、余り勧めていないということ
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です。 

 ただ、最近、多分北海道のほうからの動きだろうと思うんですけれども、ワイ

ヤー式の防護柵というのをやっているという、研究しているということで実用化

しつつあるということがあります。ワイヤー式ですから、ワイヤーロープを四、

五本横にして、そしてポールを途中挟みながら、そしてポールもできるだけ少な

くするためにワイヤーの横四、五本を縦にワイヤーでもう一遍結びつけるという

ようなやり方でやってます。この一番のメリットは、そのワイヤーのクッション

によってその衝撃を吸収して反対車線に車を出さないというやり方です。約１メ

ートル未満まではちょっと出てしまうらしいんですけれども、それ以上は出ない

ということであります。これを現在６つの道路で実験導入されているということ

であります。面積もそんなにとらないし、価格もコンクリートよりもそんなにか

からないやろうと。ただ、災害時がちょっとどうなんかなというようなことはあ

るらしいです。でもぜひ、こんなこともやっておりますので、そういったことを

ぜひ本町としても要望をしていただきたいなと思います。 

 中縦の今の開通しますと、かなり高低差があるということと、それと冬季間、

降雪、凍結があるという、ある意味悪条件です。確かにカーブは少なくは感じま

す。でも少ない分、かなりスピードが、おりる場合はあるんではないかなと思い

ます。確かに経済効果はあるかもわかりませんけれども、町民が大変な災害に遭

ったり、あるいはその事故によって救急車両が出動していたために町民の緊急車

の行く時間がおくれたりということがないようにするためには、やはりここの事

故をできるだけ少なくして、安全な道路にしていくということが一番必要ではな

いかなと思っております。ぜひ国のほうに要望をしていただきたいなと思ってお

りますが、いかがでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（平林竜一君） 中部縦貫の交通量と事故のリスクということですけれど

も、交通量と事故の関係をちょっとご紹介させていただきますと、平成２１年の

３月に上志比インターから勝山インター間が開通しまして、越坂トンネル付近で

交通量が１日１万２，５００台という数字になっています。また、平成２５年の

３月に勝山から大野インター間が供用開始しまして、同じ地点での交通量が１日

１万６，０００台ということです。これまで供用区間の延伸によって交通量は増

加しているので、今後も交通量は変化があると思いますけれども、事故の発生に

つきまして、平成２２年から平成２７年の６年間で事故発生件数はわずか６件と
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いうことで、この中には死亡事故はありません。といったことで、国のほうとし

ても常に道路パトロールですとか、今言ったセンターにラバーポストを設置した

りとか、あとは路面標示をしたりとかといった形で十分安全対策が図られている

結果かなというふうに考えております。しかしながら、今議員おっしゃったよう

に、ラバーポストで確実にその逸脱が防止できるかということにはつながっては

いかないと思いますので、今後もより安全対策については国のほうに要望してい

きたいと思っております。 

 また、冬季間のことにつきましては、今、車道が３．５メーターですけれども、

その外側に排雪用の幅員としまして２．５メーターの排雪用の幅員を設けており

ます。そういったことで、車道を侵すようなことはないような形で十分、冬季と

いうか、積雪地帯に対応しているような道路、安全な道路をつくっているという

ことでご理解いただきたいと思います。 

 また、先ほど滝波議員がおっしゃった中央分離帯ですけれども、正式には中央

分離帯というと幅３メーターの中央分離帯が必要になってきます。そういった形

になりますと、先ほどご指摘あったように、やっぱり余分に道路幅員が必要にな

ってくるといったこともありますので、中央分離帯の設置についてはなかなか難

しいわけですけれども、今言ったことに追加して何か安全対策ができるようにま

た国のほうにも要請していきたいなと思います。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） 多分、全線開通するとかなりの量になると思います。今１，

６００台というふうなお話を……。 

○建設課長（平林竜一君） １万６，０００台。 

○２番（滝波登喜男君） ごめんなさい。１万６，０００ということをお聞きしまし

たが、非常に懸念されるのは、あのトンネル出たところですよね。おりるところ。

あれ大丈夫なんかな。信号があってかなり渋滞が朝はあるのかなと思ってるんで、

まだ現場を見たことがないんで、また十分調査をして国のほうに言っていただき

たいなと思います。 

 あと、この質問で最後ですけれども、さっきののと里山海道の事故に絡んで、

やはり中学生の部活のバス使用、本町の現状と課題だけぜひ、整理しておりまし

たらお伺いしたいなと思います。 

○議長（齋藤則男君） 教育長。 
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○教育長（宮崎義幸君） 確かにおっしゃられるように危惧してまして、学校のほう

へはすぐ指導をさせてもらってます。ただ、本町の場合には公式試合、地区の大

会とか県の大会、それから北信越、全国にしましても補助をしてますし、県内の

大会につきましては公費で全部賄ってますので営業車を使うように指導してま

す。 

 ただ、練習試合とか県外遠征、そういうようなことも全て公費で賄うというわ

けにはいきませんので、極力そういう公式性のある大会には公費を使って、あと、

どうしようもない場合には保護者の負担になると思うんですけれども、できる限

り営業車で行ってほしいと。本当に私も、行くときにはご父兄の方で「ああいい

よ、運転してってあげるよ」ということで気軽に運転されていく場合があるんで

すけれども、一旦そういう事故が生じた場合に、本当にその人にとってすごい負

担になりますし、大変だなということを痛感してます。極力営業車を使うように

ということをお願いしてます。最悪の場合には交代でするとか、本当にくれぐれ

も注意をしてほしいということでお願いはしているところです。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） 本当にこの辺は危惧される、どんなことでも危惧されるこ

とであります。ぜひ細心の注意を払って、悲惨な事故がないようにお願いをした

いなと思います。 

 それでは、次の質問に移らさせていただきたいと思います。 

 多発する高齢者ドライバー事故への対応ということであります。 

 今、大きな社会問題となっております高齢者ドライバーの事故、これが本町で

現実の出来事となってしまいました。７５歳以上のドライバーが本町には１，０

０７人いらっしゃるということであります。７５歳以上の高齢者というと約３，

０００人だとお聞きしましたので、３人に１人は免許証を持っているという状況

です。多いなと思いました。さすがに車社会・王国である本県、本町ではないか

なと思います。 

 その対策の中、せんだって同僚議員が質問されておりました中での回答で意識

改革、車に依存しない社会づくりというふうに答弁をされました。すばらしい回

答だと思っております。ただ、具体的に、じゃ、何をしていくかというのが問題

になると思うんです。その一つがコミュニティバス、通称コミバスの利用という

ふうなのかもわかりません。 
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 じゃ、そのほかに車に依存しない社会づくりという施策というのは、具体的に

どのようなものを現在やっておられますか。 

○議長（齋藤則男君） 総務課長。 

○総務課長（山下 誠君） まず、先日も回答させていただいておりますけれども、

今現在、警察の協力を得て、まだ上志比地区ではありますけれども、社協も協力

していただいている各地区でのサロンの中に、上志比駐在所の所長、田中所長さ

んですけれども、そちらの所長さんがそのサロンに来ていただいて、やはり高齢

者の皆さんの免許の返納を促す、あるいは高齢者の交通マナーの判断とか、そう

いったものを積極的に取り入れているところです。 

 ただ、今は永平寺地区あるいは松岡地区のほうにはまだそういった広がりがな

いということもありますので、これから警察署ともしっかりと協働の中でそうい

った広がりを見せていきたいというようなことを考えているところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） 県の統計でも自主返納がことし非常にふえているというこ

とで、答弁でもいただいております。ニュース等も出ておるんですが、きょう一

つの、幾つかの提言ということで、実はせんだって、１１月２日、県の自治会館

にて国民健康保険運営審議会の委員等の研修会が開かれました。そこで筑波大学

大学院の人間総合科学研究科教授の久野譜也先生の講演があったんですが、まさ

に目からうろこの話だったので、ぜひ少しお話をさせてもらおうと思っておりま

す。 

 ２０２５年、いわゆる団塊世代が７５歳となることに伴い、後期高齢及び介護

保険の会計が極めて厳しくなるという現実があります。いわゆるあと七、八年で

す。この七、八年、行政がどんな手だてを打つかによって勝ち組と負け組がはっ

きりしていくと、いわゆる行政手腕が問われるということになります。今までの

取り組みで果たしていいのかなという問題提起がありました。 

 ある大学の先生が全国高齢者の２０年間を追跡した調査の結果を発表されてい

ました。これは久野先生じゃなくて違う先生らしいです。もう２０年間の調査と

いうことでとてもできないような調査ですけれども、やった方がいらっしゃる。

男性の２０％は、６０歳を過ぎて脳卒中や心筋梗塞で健康低下となり、８年間寝

たきり期間があって、その後お亡くなりになる。あとの８０％のうち７０％が、
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７０歳以後で認知症や転倒で健康低下を起こして、そして歩行困難になって亡く

なっていく。残り１０％は健康な状態で亡くなっていくという、いわゆるピンピ

ンコロリだろうと思いますけれども、そういうような形で亡くなっていくという

ことであります。一方、女性は、女性のことを聞いたら私びっくりしました。１

２％が６０歳以後で低下になると、これはそんなに変わらんのですけれども、７

０歳以後低下するのは残り８８％全てらしいです。健康状態を害するということ

ですが、その要因が転倒、それから寝たきりになっていくという、これが男性の

４倍もあるというふうになっております。 

 それで、何で女性が弱いかといったら、骨が弱いということとか筋肉が少ない

ということであります。ただ、健康長寿のためには、この２つの壁、６０歳と７

０歳を克服する、すなわち脳や動脈、そして筋肉の対策が必要であるというふう

に分析をしておられました。 

 実際、ＷＨＯ（世界保健機関）は、死亡のリスクは、１位が高血圧、２位がた

ばこ、たばこですよ、２位は。３、高血糖、４、運動不足、５、肥満となってい

ます。運動不足の対策を行うと、今のこの５つのうち、１の高血圧、３の高血糖、

そして５の肥満が解消されるということですから、５つのうち４つが解消される

ということです。そして、しかも認知症、アルツハイマー病のリスクも、１位が

身体的不活動、２位が鬱、３が喫煙、４が高血圧、５が肥満ということでありま

すから、運動不足を解消することによって認知症も改善されるということであり

ます。歩くことはいいことであるということは誰でもわかっているんです。皆さ

んわかっているんですけれども、なかなか実行ができないということであります。 

 何か国保の話になってしまいましたが、国保の抑制策、健康診断、がん検診等

をやっております。最近の受診率はどうなっておりますか。 

○議長（齋藤則男君） 住民生活課長。 

○住民生活課長（野﨑俊也君） 住民生活課では特定健診をやっておりますので、特

定健診の受診率を申し上げます。 

 まず、３年さかのぼりまして平成２５年度ですと３９．４％ですね。２６年度

が３６．２％、２７年度は３７．６％となっております。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） 要は、この統計でわかるように、４０％近くは健康に関心

があるということです。でも、残り６０％は無関心ということです。実はここを

どんだけ関心を持たせるかということが、多分歩行につながるんだろうと思いま



 －249－ 

す。ただ、歩行を毎日やっているという人は４０％もいないと思いますわ。多分

ね。ということは、もっとパーセントとしては、８０％が本気でなるかというこ

とです。 

 実はここのポイントは、先生はこうおっしゃっております。人は関心があれば

行動すると、その関心があるようにするには、１つは、行けば何かがあると期待

感がある。２つ目には、何か抽選して物がもらえる。３つ目には、何かスタンプ

とかポイントがもらえるということを挙げてました。そうすると何か行動すると

いうことであります。それには万歩計を、歩数計を貸与するか何かするんだろう

と思います。あるいは血液を、どこかで血圧をはかりながら健康に向けて努力し

たらポイントを付与する。そのポイントで、例えばポイントがたまったら努力が

報われるってね。体は多分健康になってるんですけれども、なかなかわからんで

すよ。でもその努力が報われるとポイントがたまって地域商品券がもらえるとか、

何かがあたるとかというようなことをやったら、実際に健康になってるかどうか

はわかりませんけれども、関心が持たれて底辺が広がるやろうというふうに言わ

れてるんですよ。ですから先生は、効果がない健診をたくさん費用かけて、国保、

どんだけ医療費下がってるのって、そうやって先生が言っておりました。ですか

ら、何かそういうことを考える必要があるんではないかなと。あと７年で団塊世

代が７５歳に突入するんですよ。 

 実は、この効果を実際にやってるんですね。こんな問題は、高齢者の問題は大

きいので、総務省、文科省、厚労省、そして内閣官房が支援して、６つかね、福

島県の伊達市、栃木県の大田原市、千葉の浦安市、新潟の見附市、大阪の高石市、

岡山の岡山市、この６つで実証実験をやっております。そして多分その成果がそ

ろそろ出てくるんだろうと思います。 

 ただ、その効果は４つほどあります。１つは、これまで自治体事業に参加して

いなかった人が参加するようになった。これはプラスの効果なんだろうと思いま

す。そして２つ目には継続性が高まる。３つ目には、結果的に医療費の抑制につ

ながった。そして４つ目には、地域でポイントが使用されるため、地域経済の浮

揚になったという４つの効果を言われておりました。大きな予算をかければかけ

るほど、その効果があるということも言われておりました。多分、いい商品があ

たればあたるほど参加する人が多いのかなというふうに思われるんですけれど

も。そうやって、実際は直接的ではないけれども、この効果というのはかなりあ

るんだろうと。 
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 実は先ほど、本題に戻りますけれども、免許、高齢者のドライバー対策にも多

分つながる話だろうと思います。ぜひこれ研究をしていただきたいなと思うんで

すけれども、課長、どうですか。 

○議長（齋藤則男君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） いっぱいの提言、ありがとうございます。 

 健康ポイント制度につきましては、保健センターのほうでも取り組みをしてお

ります。残念ながら、見返りというか賞品については粗品という程度ではござい

ますが、学校のほうも協力いただきまして、健康ポイント制度を取り入れてやっ

ております。 

 また、先ほどがん検診の話もありましたが、集団検診とか個別検診も実施して

おりまして、ことしの受診率は昨年比では上がったと、具体的な数値はちょっと

きょうは持ってきておりませんが、受診率は向上しているというふうな記憶がご

ざいます。 

 それから、歩くことは確かに健康にいいと思います。筋肉減少症であるとか生

活不活発病ですかね、筋肉が衰えて次第に要介護状態になっていくということを

防ぐことはもちろんのことであると思います。それから電車やバスを使うことで

認知症の予防にもつながると思います。保健事業のほうでもそういった取り組み

をしていくのはもちろんですし、介護予防のほうでも取り組んでいく必要があり

ます。 

 議員おっしゃるとおり、歩くことが健康にいいということは皆さんわかってい

るんですけど、なかなか取り組めない。ですけど、これからの時代は、もはや取

り組む義務があると。自主防災組織の話でも出てきましたが、自助、共助、公助

という考え方は介護にも出てきております。ですから、自助、自分のことは自分

で守るという点であること、それから介護予防に取り組むことというのは、もは

や高齢者にとっては義務であるというふうなことも言われています。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） ぜひ研究していただきたいなと思っております。できるだ

け早ければ、年齢が早ければ早いほどその効果はあるということなので、これを

健康のうちにやっていくと後々医療費等にも影響があるということなんですが。 

 ちょっと本題に戻りますが、この自動車を使わないまちづくりというところで

は、特に今知られているのはコンパクトシティということで富山が近いところで
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はやっていますが、このコンパクトシティ、なかなかこういう田舎、まちではな

くて田舎の中ではそうはすぐにはできないと思いますが、その中で一つの手だて

がコミュニティバス、コミバスだろうと思います。ただ、免許を返納するのに、

やはり自分の生活が車なしではできないということの中で、一つの手段として町

としてはコミバスをやってますよ、無料券を渡してということなんですが、ただ、

先生に言わせると、コミバスは、歩くまちづくり、住民の足としての活用は非常

に極めていいんですが、ただ、１時間や２時間に１本では行政のアリバイづくり

としか言えませんよ──これ私が言ってるんじゃない。先生が言ってるんですか

ら──というふうに言われております。 

 ただ、実際はこのコミバス、２７年度で４，０００万円かな、利用者３万３，

０００人。１人１，２００円かかってるんですよ。本当にこれ効果があるのかな。

行政もいろいろ住民アンケートして、路線も変えたりして努力しているのは本当

に認めます。ただ、さっきの歩くまちづくりも踏まえて考えますと、僕はちょっ

とこれ、至れり尽くせりのコミュニティバスでないんかな。というのは、あの運

行経路の路線を見てみますと、本当に細かいところに行って、停留所もあってと

いうことなんですよ。実は本当に歩けなくて必要な人というのは、多分これは福

祉タクシーか何かでいいんだろうと思います。でも、６５歳以上、免許を返納し

てでも快適なまちというふうにするには、まずは歩こうという概念が根づかなあ

かんとともに、コミバスもできるだけポイントポイントで幹線道路で停留所を置

いて、そこへ歩いて活用してもらおうというほうが便数がかなりふえるんでない

んかなと。そのことによって。ちょっとわからんですけれども、１時間に１本さ

えもなかなかできてないんですけれども、多分、そういうふうなことをやってい

くとまだ歩くまちづくりということがかなえられるのではないかなと思っている

んです。 

 ただ、そのコミバスがそれだけの費用をかけてどれだけ効果があるかというふ

うに本当に疑問に思ったならば、どこかの時点で切りかえることも必要かなと思

ってます。だってこれ４，０００万、さっき言ったとおり、１人当たり利用者１，

２００円ですよ。今、７５歳以上３，０００人いるというふうになっております。

そして身障者を入れるともう少し膨らむと思いますが、それを４，０００で割る

とかなりの金額になるんだろうと思うんです。３万３，０００で１，２００円で

すから、それが１０分の１になりますから、その１人当たりは１万２，０００円

になるはずです。１万２，０００円のタクシー券というとかなり年間使い勝手が
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あるんだろうと思うんです。極端な話ですよ。 

 ということも考え合わせると、やはりどこかの時点で考え直さなあかん時点が

あるのかもわかりません。ただ、コミバスを否定しているわけではなくて、そこ

でできるだけ歩いて停留所から乗っていただくと、循環しているコミバスという

のがやっぱり理想なんだろうなと思っているわけです。 

 ぜひそんな方向で考えていただけたらなと思いますが。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 今の歩くという提案は、本当にまた時代が変わってまいりま

して、その歩いてまた健康にも、そして公共交通を利用してもらうという意味で

も一石二鳥にも三鳥にもなる提案だと思います。 

 まずコミュニティバス、本当にアンケートをとって便利なルートをつくらせて

いただきましたが、まだ、コミュニティバスを走っているのを住民の皆さんは知

ってますけど、利用したことがほとんど、まず利用することが少ないのではない

のかなというふうに思います。役場の職員もそうですし、議員さんの皆さんもそ

うだと思いますが、コミュニティバスに乗られたことがない方が大勢いるのでは

ないのかなというふうにも思います。その中で、僕もそうなんです。近所へ行く

のでもすぐ車を使って行ってしまう。 

 それを歩く習慣にどう変えていくかというのが大事でありまして、例えば、今

ちょっと最近なくなってますが、ノーマイカーデーを役場だけじゃなしに町内の

皆さんに、月に一度ぐらいは公共交通を使って仕事に行きましょう、議会をやる

ときもノーマイカーの議会の日とかそういったのを設定しまして、コミュニティ

バスに一度、沿線を走っている方は乗っていただいて来てもらう、えち鉄走って

る方はえち鉄で来てもらう、もちろん歩いても来てもらう。駅へ行けば駅まで歩

いていきますし、そこからまた目的地まで歩いていきます。都会では普通に地下

鉄に乗って何キロも歩くのが普通になっている。そういった意識づけといいます

か、利用してもらういろいろな方策を考えていくのも一つかなというふうに思っ

ております。 

 今、滝波議員、いろいろな提案もいただきましたので、また健康づくりとこの

免許返納と、またほかにもより効果があるかもしれませんので、そういう副次的

な効果になるような取り組みをいろいろ研究させていただきたいと思いますの

で、またよろしくお願いします。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 
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○２番（滝波登喜男君） まさにこれ、一石二鳥も三鳥も四鳥もなるという感じです。

公共交通機関、えち鉄あるいはバスなんかの利用もふえてくるはずです。確かに

意識を変えるというのはなかなか難しいですけれども、意識を変えるためにはそ

の社会づくりも制度も変えていかなければなりませんし、その中の人も変えてい

かなければならないということであります。あと７年間です。せっぱ詰まってい

る部分があると思います。ぜひ考えていただきたいなと思っております。 

 それと最後に、このところで返納のことです。免許返納。 

 免許返納をしていただくために駐在の方に講習してやっていただくということ

でありますが、そこは多分、実際の高齢者の方にお話をしているんだろうと思い

ます。それと返納手続というのは多分、あそこの運転免許センターで受け付けを

しているということであります。 

 ここが僕、なかなか理解できないところなんですよ。一つは運転免許証を確か

に、高齢者で返納したいなと思う人もいらっしゃると思います。でも生活がある

となかなかできないというのが実態であります。でも、我々のような家族は、何

とかこれ、７５歳、もう８０歳、やめてほしいな。もう免許を返してほしいなと

思っているわけですよ。実際にいろんな人に聞きます。社協の専門の職員でも困

ってるんやと言うぐらいです。何をするかというたら、がんがん「もうやめれん

ぞ」「運転したらあかんぞ」って言うか、もう最後のしまいには車を売ってしま

うか、あるいは鍵をどこかへ隠してしまうかです。何か一生懸命働いてきた最後

がこんな姿でいいのかなって。いや、私じゃなくて、多分高齢者の人はそう思っ

てるはずですわ。ほんで「でっらうちの嫁が」云々って変なうわさになってしま

うわけですよ。 

 実は、このことは高齢者に言っていいのかということなんです。高齢者は確か

に判断はなかなかできづらいんですけれども、家族は外から見てて、これは危な

いわとか、もうやらせたらあかんわって思っているんです。でも、そこで専門家

は言うんです。「これをやったらあかん」と口論になるまで言うとか、あるいは

鍵を隠すとかということをやったらあかんと言うんですよ。実は何かの機会で返

納しましょうとお祝いのパーティをするとか、あるいはご苦労さん会をするとか

ということをやったほうがすんなり、私のために思っててくれてるんやなという

ふうにして返納するというんですよ。そこを家族の人に言うというのを家族の人

もそんなに知らないはずなんです。そんなことを。だから社協の専門家でも、ど

うしようかこうしようかと言ってるぐらいなんです。多分、そのことをやったら
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いいということです。 

 それと、返納の手続です。返納の手続、わざわざあそこの公安まで行かなあか

んのでしょう。これどう考えてもおかしいですよ。実は、できたらね、できるか

どうかはわかりませんけど、町でやったほうがいいと思います。町で一旦受けて、

そして返納しますよと。 

 もっと言うたら、その免許証を何か供養するお寺があるらしいんですよ。それ

を庁内でつくって供養するお寺、町か社協かどこかはわかりませんけれども、そ

ういう免許返納の日とかを決めて供養して、そしてそこにみんな高齢者、できた

ら家族も集まって返納しましょうと言うと、そしてあとお祝い会、ご苦労さん会

をすると、一緒な仲間がいるんやなとか、みんな私たちのために供養までしてく

れるんやというふうにして、今までのドライバー生活よかったなとか、仕事よか

ったなと思えるんだろうと思います。ぜひそういうような対策をとらなければ、

なかなかこれ返納とはいきませんし、難しいと思います。 

 地域の社会づくりの仕組みをつくるのと、そして返納機会を与えるということ

が僕はぜひ大事ではないかなと思っておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 総務課長。 

○総務課長（山下 誠君） ちょっと説明を一つだけさせてください。 

 免許の返納ですけれども、今おっしゃった春江の運転センターへ行ってすると

いうのも、これもあります。ただ、最寄りの警察署でもできるのはできます。た

だ、前回も言わせていただいた運転経歴証明書、これ１，０００円かかるわけで

す。これを持っていると、タクシー事業者のそういう団体がやっている恩恵を、

１割引きを受けることができるんですね。そうするとそれを見せると。春江のほ

うへ行くと即日でしてくれるんです。ただ、最寄りの警察やと何日間かかかる。

そういったちょっと手間がかかります。 

 ただ、今度、運転免許の経歴証明書をもらわない方もいます。別にそれ私要り

ませんよと。そうすると、免許をお返しすると運転免許取り消し通知書が交付さ

れてくるんですね。ただ、これを持ってても恩恵はないんですわ。今のさっき言

った経歴書を出せば、タクシー事業者であったりとか、福井へ行くといろんな食

事がちょっと安くなったりとかという、そういったものがあるということがござ

います。 

 今、議員さんおっしゃったように、ちょっときょう新聞にも出ていたと思うん

ですけれども、福井市のほうでは運転免許の経歴証明書を持ってこなくても、要
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するに１，０００円払わなくても、この運転免許の取り消し通知書を見せてくだ

されば福井市が出しますよと、福井市が発行する証明書があればタクシーとかそ

ういうようなものにも使えるように、それはあくまでも福井市管内だけになると

思うんですけど、春江でもらえば、それは県内のタクシー、かなりありますけれ

ども、永平寺町でも乗ることが可能です。 

 今、永平寺町のほうでも１社がそちらの事業所の加盟をされてますけれども、

もう１社がこういった社会情勢の中で、うちも協力させていただきたいという申

し出もいただいておりますので、今までタクシー会社１社が１割引きでしたのが、

今度２社にふえるというふうな方向にもなってきております。 

 今、議員さん仰せのいろんなご提案いただきましたんで、そういった返納に対

する、家族でそういった一つのご苦労さんというのは本当にいい話ですので、ま

たそういった機会を捉えて、私たちも高齢者の場に行ってそういったことを皆さ

んに話したり、あるいは家族のほうにまた言える機会をつくっていきたいなと思

います。また、そういったことに対して積極的に進めていきたいと思ってますの

で、またよろしくお願いいたします。 

○議長（齋藤則男君） 制限時間が来ておりますので、簡潔に。最後の質問にしてく

ださい。 

○２番（滝波登喜男君） ぜひ……、今、老人会っていうのはないね。何やったっけ。 

（「健康長寿」と呼ぶ者あり） 

○２番（滝波登喜男君） 健康長寿の会の皆さんとかというところとタイアップしな

がら、行政が一種の事業体となれとまでは言いませんけれども、協力し合いなが

ら、ぜひそういうことをやっていただきたいなと思います。 

 最後の質問ができませんでしたので、次回に回させていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。済みません。 

 これで終わります。 

○議長（齋藤則男君） 暫時休憩します。２０分から再開します。 

（午前１１時０８分 休憩） 

────────────── 

（午前１１時２０分 再開） 

○１０番（樂間 薫君） （録音切れ） 

掲げられている強い永平寺町づくりということに関しては、この役場の職員の皆

さんの人材育成の大切な柱じゃないかなということでさせていただきます。 
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 先日、私、ある町民の方からお話をお聞きして本当にうれしかったんで、ちょ

っとご披露させていただきます。 

 その方は６０代の女性で、若いころに都会で知り合われて、２０年ほど前にそ

の旦那さんのふるさとである永平寺町に来られて、周りには本当にその人の身内

の方が一人もおられないという状況の中で生活しておられ、その旦那さんが１０

年ほど前に急死され、病気で倒れられて、本当に孤独感を味わって、また経済的

にも大変厳しい状況に遭って、なかなか心を開いてお話、相談できるところがな

かったと。 

 そのときに役場の福祉課に来て、もう最後やと思って、その前に、本当に深刻

な話なんで自殺まで考えられたそうですけれども、もう最後どうでもいいわと思

って福祉課の窓口に来て、福祉課の女性の職員さんにちょっと心を打ち明けて相

談をしたところ、いろんなアドバイスをいただいて、こういう方法があるよ、こ

ういう補助金が出るよとか、いろんなことを教えていただいて、その方はまた生

きる望みを持って生活できたと。本当に役場の職員さんって、みんな本当にいい

な、偉いなということを思ったということを言ってくれたんで、そのことをお聞

きして、本当に大事なのは、やっぱり役場の職員さんお一人お一人、私自身は本

当にいい人がたくさんおられるなということでうれしく思ってるんですけれど

も、そういう町民の方への対応がその人のいろんなことにも左右するという可能

性が大きいということで、今の役場での新卒の新採用の皆さんの教育というんか、

そういう指導をどうされているのかなということでお聞きしたいと思います。 

 まず、ここ四、五年の新卒者の採用数と、その方の指導というんですか、教育

指導はどうされているのかお聞きしたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 総務課長。 

○総務課長（山下 誠君） この最近の、まず新卒という定義をちょっとだけ言わせ

ていただきますと、あくまでも今の定義からいきますと、新卒というと、学校を

出た、たとえ一旦社会人で出てもどこかの専門学校へ行って出られるというと、

やっぱり一般的には新卒というふうに言われているそうです。まずそこだけちょ

っと、済みません、前置きをさせていただきます。 

 ちょっと新卒の人数で申し上げますと、ことしの２８年の採用が、新卒が４名

と新卒以外が７名、それと２７年におきましては、新卒が４名、新卒外が６名、

２６年度までぐらいちょっと言わせていただきます。平成２６年が、新卒者が３

名と新卒以外が７名ということです。これは一般的に、募集をおかけするときに
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１８歳から３５歳ということで、高校卒業から３５歳までの枠での採用というこ

とになっておりますので、ほぼそういったところからの人数でございます。 

 それと、まずこの新卒の方々あるいは新卒以外でも行政に入ってこられる方と

いうのは、ほぼほぼ初めてということになってございますので、やはりそういっ

たまず初任者の研修というのは当然、これはどこの企業でもやっておられること

だろうと思いますけれども、やはり自治行政に関する資質の向上ということで、

自治研修所のほうに赴いて１週間ほど、まず前期でさせていただいて、また後期

のほうにも出ていただくと。そういった中で行政のいろいろなさまざまな分野で

研修をしていただくと。その中には、１泊研修をして、それで県内の職員との交

流を図って、また職場に入ったときに自分のいろいろなわからないことやそうい

ったことを連絡がとれる体系、そういったものも一つの勉強ということで、私ら

も送り出すときには、まずそういった人間関係をつくってくるのが大事というこ

ととか、また女性のそういった仲よくなってくるのも一つの勉強ということもい

ろいろと言わせていただいております。 

 やはり人づくりの根底となってきますと、これは小さいころから家庭に育って

そういったずっと育んできたものがあろうかと思います。ただ、やはり行政ある

いは職場、いろいろな、さまざまな社会に出ますと、そこの配属された課あるい

はそういった職場の中でしっかりと人づくりをしていくというのが非常に重要で

あると思っております。これはふだんから上司になる者が、やっぱり報連相（報

告・連絡・相談）、こういったものを常にやっていく中でそういった人間性を育

てていく。これは非常にその課の中での一番大事な重要な部分だというふうに認

識をしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 税務課長。 

○税務課長（歸山英孝君） 税務課より、税務職員の人材育成についてご説明申し上

げます。 

 税務職員は、質問検査権や裁判所に頼ることなく滞納者の財産を差し押さえる

ことができる自力執行権など、一般の公務員より強い職務権限が与えられており

まして、またそれに伴いまして、一般の公務員より重い罰則が法令により定めら

れております。そのために、まず法令を遵守することを第一に、法令知識の幅広

い習得、税務調査や滞納処分のスキルやノウハウの蓄積が必要であると考えてお

ります。 
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 税務職員をいかにして育成するかですが、職場外教育での実務遂行の土台とな

ります法令知識などの教育、あるいは職場内教育での実務遂行のためのスキルと

ノウハウの蓄積を行っています。 

 まず職場外教育による法令知識なんですけれども、自治研修所や福井県、各種

団体が主催する研修等へ積極的に参加させることにより法令知識等の向上を図っ

ております。 

 次に、職場内教育による育成でございますけれども、例えば行政処分などを執

行する際には、必ずその法的根拠をただすというようなことをしており、法令知

識のスキルの向上を図っております。また、日常業務を通じまして、ベテラン職

員の有する知識、経験、実務のノウハウを若手職員に引き継ぐよう心がけており

ます。 

 なお、人材育成とともに重要なのは、高いスキルやノウハウを身につけて専門

性を高めた職員を適正に配置することであると考えております。過去には福井県

地方税滞納整理機構で高い法令知識や徴収スキル、ノウハウを身につけたにもか

かわらず、税務課以外への配置でその専門性を生かすことのできない配置が行わ

れたこともありましたが、現在は当該機構経験者複数名が税務課に配置されてお

り、そのスキルを十分生かせるような体制となってございます。 

 なお、税務職員は賦課や徴収を通じまして租税の大切さ、重要さが身につくこ

とになりますので、他課へ、ほかの課へ異動しても住民の大切な租税から成り立

っています予算を慎重に執行することと思います。 

 以上でございます。 

○議長（齋藤則男君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） それでは、私のほうからは、保育士の人材育成に

ついてご答弁させていただきたいと思います。 

 まず、今年度より園長経験者が子育て支援課に再任用で課長補佐として配置さ

れたことにより、特に保育に関しては人材育成の指導を強化することができまし

た。園に訪問し、実際の保育現場の指導や指導案のアドバイスなどを精力的に行

っております。 

 次に、保育士の研修について申し上げますが、各園の園長、主任保育士及び主

任教授、各年齢クラス担任がそれぞれ定期的に集まり研修を実施しております。

いわゆる役所ごと、園を横断した横軸による研修でございますが、各園の状況を

踏まえ、課題点を解決するように取り組んでおります。この研修には子育て支援
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課よりその課長補佐が出席し、必要に応じアドバイスを行っております。 

 外部への研修でございますが、県社協が実施してます主任保育士研修会、リー

ダー研修会に主任保育士を、県保育士会が実施している保育にかかわる実技研修

に本年度２６人の保育士が参加をしております。また、幼児教育センターが実施

してます園内リーダー研修、これに３人の主任保育士を参加させております。さ

らに、今年度初めて全国市町村国際文化研修所の保育園・幼稚園教員のための保

育行政研修という研修に主任保育士を１名参加させました。 

 これらの研修に参加した後でございますが、園長会、主任保育士会等での研修

内容への報告、研修に参加していない保育士にもその研修の内容を周知し、各園

で園長や主任保育士を中心に園内での研修に活用をしています。さらに、研修の

資料、復命等を全園共通のフォルダに格納してまして、全保育士がいつでも閲覧

できる環境を整備しております。これは、全保育士が研修を受けることはなかな

か困難な状況でありますし、限られた人数しか研修を受けることができませんが、

研修の内容については全保育士が情報を共有し、保育現場で生かしてほしいとい

う観点から実施しております。 

 子どもたちによりよい幼児教育、保育を実践するためにも、今後とも人材育成

には力を入れていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 樂間君。 

○１０番（樂間 薫君） ありがとうございました。 

 各部署で、いろんな専門的なことも含め人間性を養われるということで教育し

ていただいているということで、本当にありがたいことだなと思います。学校を

卒業して最初に入った職場で、その人の人間性というんか、その大事な時期だと

思うんで、そういうことは本当に大事だと思うんで、皆さんそれぞれ指導者とし

ても頑張っていただきたいなと思います。 

 一番大事な町長のお話というのは、それはその中ではないんですか。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 済みません。まず、本当に各課長に一生懸命人材を育成して

いただいてまして、防災講座、きのう建設課の話もありましたが、最初は担当の

職員さんが話ししてて、この二、三回はことし入った新人職員さんに説明しても

らってます。そうして少しずつ少しずつ経験と知識とプロ意識を持っていただい

て成長していってもらう。一番だめなのが、１年たっても２年たっても３年たっ
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ても５年たってもいつまでも新人扱いをしてますとなかなか成長していかないの

で、しっかりとそういったスキルを積んでもらうような取り組みを課長の皆さん

にしていただいているのが本当にありがたいなと思っておりますし、ことしは新

人職員、事務系ですけど、５人が毎朝自主的に役場庁舎の前を掃除してくれてい

ます。そういったことでその新人同士のつながりというものもいいのかなと、本

当にいいことだなというふうに思っております。 

 それと、組織的にどういうふうに職員の皆さんの育成というのがありまして、

今やってますのが、まず課長会でいろいろ考えていただく。課長会の中で、また

課に持って帰って課の職員全員と考える。そしてまた課の意見を持って上がって

いただく。誰かが決めているのではなしに、自分たちも参画していろいろ考えて

この方向性が定まっていくというふうな組織づくりをさせていただいてますし、

政策ヒアリング、また今回のこの一般質問のヒアリングにつきましても、今まで

は課長同士だったんですが、その担当の職員にも入っていただいて担当としての

お話も聞かせていただいておりますし、やはりもう一つ大きいのは、この議会の

全員協議会等で担当職員が説明させていただいて、また議員の皆さんの意見とい

うのは住民の皆さんの意見ということで、自分がやっていることはこういうふう

な面からも見られるんだなというふうなことで、そういった経験も今積んでもら

ってます。 

 やはり役場、今、人件費だけで１８億円かかっているわけなんですが、その専

門性、プロ意識、これをしっかりと持っていただいて住民サービスに還元してい

く。なかなか民間と違いましてお金をもうけてが成績ではなしに、どういうふう

に住民に自分のスキルを生かしていけるか、それが大切なことだと思っておりま

すし、もう一つ、役場の仕事というのは何をしなければいけないか、その１８億

円の仕事は何なのかということの理解もしていただきたいなと思っております。 

 いつも言っていますのが、やはりこの役場の仕事は、住民の皆さんはお客さん

であってオーナーである、この二重の心遣いで接してほしいという中で、先ほど

樂間議員さんが福祉課のこともちょっと披露していただきましたが、僕もいろい

ろ歩いてますと、どこどこの誰々という職員、環境のことでも名指しで「あの職

員、本当に感謝してるで、ありがとうって言っといて」とか、そういった温かい

声もいただくことは本当にうれしいと思っております。 

 一つのミスというか、不手際がありますと十言われます。いいことは十したら

一言われます。まだまだご指摘とかお叱りも受けるわけなんですが、そういった
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いい評価をしていただける意見も聞こえるようになってきましたので、いいとこ

ろはどんどん伸ばしてそういった雰囲気づくりをこれからもつくっていきたいと

思っております。よろしくお願いします。 

○議長（齋藤則男君） 樂間君。 

○１０番（樂間 薫君） ありがとうございます。 

 やはり新入の職員の方の最初のそういう教育が町を本当によくしていくんでな

いかなと思いますし、またその間にいろんなことを教えていくというんか、身に

つけてもらうことによって町がよくなっていくんじゃないかなということを思い

ます。今後とも、その指導についてはよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、次の２番目の質問をさせていただきます。 

 この質問は、去年の、僕は１２月にしたと思ってるんですけれども、９月にし

ているらしいんですけれども、えちぜん鉄道の志比堺駅周辺の危険箇所のことに

ついて、その後どのように進んでいて、どのように計画されているのかお聞きし

たいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 総務課長。 

○総務課長（山下 誠君） 今、樂間議員もおっしゃったように、前回、９月の定例

会でご質問いただいたわけでございますけれども、まず前回と同じところは、階

段とか手すりの補修については、これは鉄道事業者のえちぜん鉄道と、また除雪

などもえちぜん鉄道がやっていただいております。 

 本当になかなか、もうご存じのとおり、志比堺は下の町道からかなり急な階段

を上って、非常に危険が多い駅までのルートということになっております。逆に

言うと、ああいったものが何か名物になればいいかなというふうにも本当は考え

られないわけではないんですけど、そういう問題ではなくて、今実際利用されて

いる方の、まず安全性を高めなければならないという観点から非常に困難なとこ

ろがあります。 

 それで、昨年、議員さんのほうからもそういうようないろんなご質問をいただ

いたもので、私たちもまず駅の東側の鉄橋の下をくぐって、それで裏のほうから、

南のほうから今度は駅舎のほうに渡れないかということを鉄道事業者のほうに話

にいかせていただきました。やはりどうしても南側から来ると踏切をつくらなけ

ればならないということで、なかなか電車の来る方向性が、ちょっと松岡から来

ると実際カーブもしておりまして非常に危険だということでした。 

 そういったことがなかなかお認めいただけないということになりまして、今は
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そういったところから、志比堺駅と町道の高低差を何とか解消できないかという

ことで、その階段利用にかわる代替案を今建設課と一緒に協議しているところで

ございます。 

 昇降路の迂回を検討すること、正面から見て右側のほうの、ちょっと斜面があ

るんですけれども、石垣の上の昇降路を利用させていただけないかということも

今考えています。そうすると勾配の関係、それとかあと用地の関係、そういった

ものが出てきます。また技術的な関係もありますので、そういったものを今後し

っかりと建設課とも再度精査しながら一度現場を確認をさせていただきたいなと

いうふうに思っているところです。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 樂間君。 

○１０番（樂間 薫君） ありがとうございます。 

 あの箇所については、やはりつい先日も、私に「あれどうなったの？」という

ことも質問されてるんで、私も実際にはあそこを使ってないんですけれども、や

はり志比堺の方、きのうも奥野議員が配られたあのえちぜん鉄道の利用度という

んか、あれを見ますと光明寺に次いで下から２番目の利用数ですけれども、あれ

をよくするともっと利用度数がふえるんじゃないかなということを感じます。 

 今の長い階段、雪が積もると本当に危険だと思います。勝手な思い込みですけ

れども、あそこに屋根をつけたらどうかなとか、すぐ何もできないんであればそ

ういうぐらいの処置ができないのかなと。いろんな企画をしてそういう予算なん

かつけられるんであれば、そんなことができないんかなということを、自分の思

い込みで申しわけないんですけれども、そういうことってどうなんでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 総務課長。 

○総務課長（山下 誠君） 今ご提案のように、屋根ということもあろうかと思いま

す。ただ、今のあの階段で万が一何かあると、屋根があっても、あの急な階段で

すので危険性はやはりあるのかな。それがあっても。確かに雪の面ではそれでよ

かったりするわけですし、また雨でぬれていないとかそういったことはあるかも

わかりません。ただ、やっぱり根本的な解決策にはなかなかならないのかなとい

うふうに感じておりますので、その階段を使わずに何か上まで上がれるような、

これはあくまでも、また用地の問題もございますのでいろんな方々のご協力を得

なければできないこともいっぱい出てくると思いますけれども、そういったもの

を一つ一つ精査していかなければならないのかなというふうに思っているところ
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です。 

○議長（齋藤則男君） 樂間君。 

○１０番（樂間 薫君） 本当に大変なことだろうと思いますけれども、今課長言わ

れるように、一つ一つ解決していただいて、より安全な駅が利用できるような体

制をとっていただきたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 以上で私の質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（齋藤則男君） 以上で、通告による質問を終わります。 

 お諮りします。 

 一般質問はここで終わりたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。 

 これにて一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時  分 休憩） 

────────────── 

（午前１１時  分 再開） 

○議長（齋藤則男君） 休憩前に引き続き再開します。 

 これをもちまして、本日の日程は全て議了しました。本日は、これをもちまし

て散会したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって散会することに決定しました。 

 本日はこれをもって散会します。 

 なお、明日８日から１３日までを休会としたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。 

 よって、明日８日から１３日までを休会とします。 

 １４日は午前１０時から本会議を開きますので、ご参集のほどよろしくお願い

いたします。 

 なお、休会中の８日に予算決算常任委員会、９日に総務常任委員会、教育民生
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常任委員会、１２日に産業建設常任委員会を開きますので、よろしくお願いしま

す。 

 本日はどうもご苦労さまでした。 

（午前１１時５０分 散会） 

 


